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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、子どもの権利尊重に基づく教育実践を遂行するための、研修プログラムを
作成することである。ここで言う子どもの権利尊重とは、J.コルチャックによる「子どもの人間としての権利」である
。本研究ではコルチャックの思想に基づく実践として高い評価が報告されたイスラエルのアヴィハイル・スクールにお
いて、その実践を調査し、今日の子どもの権利尊重実践のための研修プログラムを作成した。
　権利尊重実践のためのポイントは、子どもの権利を具体化するための子どもとの「対話」である。従って、研修プロ
グラムは教師間の価値観の共有と対話力の向上に主眼を置いた3段階となった。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to develop a school teachers and nursery school  tea
chers training program for implementing the rights of a child.In this study "the rights of a child" means 
that the child's rights as human-being advocated by J.Korczak(1878-1942),so at first I reported the theory
 and the educational methods practicing in Avihail school in Israel. This school implements Korczak's lega
cy and their practice was highly appreciated.
 The important point of implementing the rights of the child is "dialogue",which can put the theory into a
 concrete way. Consequently, the training program consists of the three steps and the each step focuses on
 the sharing a sense of values of the theory about the rights and the educational philosophy, and an impro
vement of an ability and skills to have a dialogue between teachers, and between a teacher and a child.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 ポーランド系ユダヤ人であったヤヌシ
ュ・コルチャック(1878-1942)の教育思想は、
1989 年国連総会において採択された「児童
の権利条約」の背景的思想と言われている。
本条約は周知の通り、ポーランドのイニシア
ティブによってリードされたが、条約の起草
委員会議であったポーランド人アダム・ウォ
パトカ氏は、ポーランドが子どもの権利条約
を国連に提案した背景には、ヤヌシュ・コル
チャックの思想があったことを後年述べて
いる。しかしながら、コルチャックの思想と
子どもの権利条約の成立との直接的なつな
がりを明確に示す資料を見つけることはで
きない。W.K.Ganse は、子どもの権利条約の
成立過程において、コルチャックの思想が見
失われたことによって、子どもの権利の本質
の深みが理解され得なかったと述べている。 
近年、欧州においてコルチャックの再評価

が徐々に進み、教育現場における子どもの権
利思想の基盤として、コルチャックが採用さ
れつつある。 
研究代表者小田倉は、子どもの権利の実践

者、ホロコーストの殉職者としてのコルチャ
ックの教育実践及び、教育思想、宗教観につ
いて、これまで研究を進めてきた。上記のよ
うに、コルチャックの権利思想が再評価され
つつあることは、半世紀以上を経た今日、彼
の思想と実践が、現代の教育現場に有効な示
唆を与え得ることを意味している。そこで、
コルチャック研究を、教育学研究から臨床教
育学とし、その思想に基づく教育実践方法を
探り、また、現代の日本における教育・保育
実践の改善に資する方法を見出さなければ
ならない。コルチャックの子どもの権利思想
を、教育の場において実践するそのための保
育者、教員のための研修プログラムを開発す
ることがまず必要となると考えられた。 
以上が、本研究の背景と、着想に至った経

緯である。 
２．研究の目的 

J. コルチャック(1878 -1942,ポーランド)
はホロコーストの殉職者として 1978 年以降
日本にも紹介され、今日では子どもの権利パ
イオニア (M.Gadotti、1998) として認知さ
れるようになっている。欧州においては、今
日の市民・人間教育を目指す実践の広がりの
背景においてコルチャックとその実践が確
かな位置を占めつつある。本研究では、ポー
ランドとイスエルにおけるコルチャック教
育学に基づく実践を行う学校で教師と保育
者の研修、教師間の連携について調査し、そ
の原理と方法を明らかにすることよって「子
どもの人としての尊厳と権利」の尊重を基盤
とした教育を実践するための、教師と保育者
を対象とする研修プログラムを開発するこ
と目的した。 
３．研究の方法 
 本研究では、イスラエル、アヴィハイルに
ある小学校、アヴィハイル・スクールを調査

対象とし、同校における学校改革の経緯に関
するインタビュー調査、児童への質問紙調査
を中心とした。 
併せて、コルチャックの教え子へのインタ

ビューを行い、コルチャック教育学と教育実
践の実像を探った。 
また、イスラエルにおけるコルチャック教

育学の伝播と浸透を探り、イスラエルとコル
チャックとの民族的連関を明らかにした。 
アヴィハイル・スクールでのインタビュー

調査の対象は、学校改革を主導した前校長、
改革に携わった教員、また同校の教育実践の
アドバイザーとして指導に当たった国際コ
ルチャック協会会長である。 
以上の調査をもとに、子どもの権利尊重実

践のための保育者・教員研究プログラムを検
討した。 
４．研究成果 
 (1)イスラエルにおけるコルチャック教育 

学の伝播と浸透 
 コルチャックは 1912 年にワルシャワ市内
に設立されたユダヤ人孤児のための「Dom 
Sierot」(孤児たちの家)、1919 年からはポー
ランド人孤児のための「Nasz Dom」(私たち
の家)において彼独自の教育理念を実践した。
1880 年以降盛り上がりを見せて行った東欧
のユダヤ人を中心とする「エレッツ・イスラ
エル」への開拓・帰還運動の流れの中で、パ
レスチナへと開拓のために移住していった
「Dom Sierot」の卒業生や、同孤児院で実習
を行った教師等によって、コルチャックの教
育理念は伝達された。1919 年から 38 年まで
の間にイスラエルに移住したユダヤ人の殆
どがポーランド出身者であったことは、イス
ラエルにおけるコルチャックの伝播におい
て、重要な意味をもつ。 
1925 年にコルチャックの作品が初めてヘ

ブライ語に翻訳されたことが報告されてお
り 、多くの移住したユダヤ人たちが、コル
チャックの作品を望んでいたことが、ここか
らもわかる。 
コルチャック自身も、1934 年と 36 年に教え
子に招かれて現在のイスラエルを訪問し、教
え子等との交流、現地での講演等を通して、
自身の教育論を伝達している。教え子や教師
たちの内、イスラエルの地で直接教育職に携
わった者は多くはないが、イスラエルの多く
の教育施設の理念にはコルチャックの思想
の片鱗が見られ 、コルチャックの名を冠し
た学校も作られている。 
 
 (2)アヴィハイル・スクールにおけるコル 

チャック教育学の実践 
 アヴィハイル・スクールは、イスラエル中
部の都市ネタニアに隣接するアヴィハイル
に 1933 年に設立された全校生徒 380 名の小
規模な公立小学校である。 
 イスラエルの教育制度は、日本と同様、6・
3・3制であり、小学校入学 1年前に就学前教
育を行う就学前義務幼稚園から、学費が無料



となる。 
 小学校のカリキュラムは、教育省が定めた
基本的なカリキュラムに基づくが、それに加
えて学校独自のカリキュラムを導入したい
場合、学校長が教育省に申請し許可を得るこ
とで、学校に応じたカリキュラムを実施する
ことができるといった、自由度がある。 
 2002 年当時のアヴィハイル・スクールは、
標準的な学校ではあったものの、言葉の暴力、
身体的な暴力があり、また、学校に際立った
特徴もなく、その当時の児童数は 2002 年当
時 178 名で、廃校になる可能性もあったとい
う。2002 年、同校に赴任したマルハイム校長
は、赴任と同時に学校改革に着手し始めた。 
その過程において、学校の現状、子どものニ
ーズに応えるための指針として、コルチャッ
クの理念が選択された。コルチャックの理念
が選択された最も主要な理由とは、彼が対話
を強調し、とりわけ子どもへの傾聴を重視し
た点である。マルハイム前校長は、コルチャ
ックの理念を採用した理由として、コルチャ
ックが子どもたちに話す機会を与え、子ども
たちと話し、子どもたちに耳を傾け、彼らの
問題は何かを子どもたちに問いかけたため
であったと述べている。これは、「対話」が、
コルチャックの子どもの権利尊重の最も中
心的な具体的実践方法であると捉えたため
である。教師の、子どもたちへの「対話的基
本姿勢」、これがアヴィハイル・スクールの
「子どもの権利尊重」を実践する中心的な考
え方である。 
 ①「対話的基本姿勢」に基づく実践モデル 
 対話に基づく教育を実践するための組織
整備として考案された実践モデルが、「達成
に 向 か う た め の 柔 軟 性 モ デ ル (From 
Flexibility to Fulfillment)」であり、4つ
の原則から成っている。これは、「対話」と
いう理念を、具体的な行動計画に変換し組織
化したものである。4 つの原則は以下の通り
である。 
 「物理的環境整備の原則」 
「柔軟な学習時間の原則」 
「柔軟な学習内容の原則」 
「学習集団の柔軟性の原則」 

 これらの原則は、子どものニーズに応える
こと、子どもに選択の機会を与え、自己表現
の多様な機会を提供すること、個々のパーソ
ナリティ、個々が費やしてきた発達の時間に
応じて子どもを見るという、コルチャックの
教育学の示す原則を、同校の実践の形として
具体化したものである。 
 ②「対話的基本姿勢」の具体的実践 
 同校は、「達成に向かうための柔軟性モデ
ル」に加え、いくつかのユニークな実践があ
る。 
「議会(School Wide Discussion Forum)」 
「子どもたちの時間(Children’s hour)」 
「ポストカード(Post Card)」がそれである。
これらは、「対話的基本姿勢」を直接的且つ
具体的に教師-子ども間の対話の方法として

具体化したものであり、教師の「対話的基本
姿勢」を、子どもたちが実体的に体験する機
会である。実際、子どもたちへの質問紙調査
の結果は、同校の対話の原則が、学校運営を
民主的なものとしていることを彼らが明瞭
に受け取っていることを示すものであった。 
 
(3)子どもの権利尊重思想の実践への転換 
 アヴィハイル・スクールにおいて、子ども
の権利尊重が実践される経緯は、同校の学校
改革の経緯そのものである。 
 子どもの権利の尊重とは、「教師の精神に
確かな態度を要求するというだけでなく、そ
れが組織化」(Berding,1995)されることであ
り、「教師のパーソナリティだけが問題では
なく、(略)一つの組織としての学校の在りよ
う」(G.Koć-Seniuch,2001) である。 
 アヴィハイル・スクールの学校改革の一例
は、子どもの権利尊重の「組織化」がどのよ
うなプロセスを経るか、また、思想と実践と
の連関は、どのように現実化しうるかを如実
に示す好例である。同校が、特定の教育思想
を選択し、それを実践モデルへと変換させた
経緯は次のようなものである。 
①全スタッフによるディスカッション 
教師、事務職員、用務員、秘書等、学校に

携わる全スタッフでディスカッションを行
い、学校改革の方向性、到達目標を繰り返し
検討し、選定する。全スタッフによるディス
カッションは、この学校改革のプロセスを特
徴づける。先に述べたように、「対話的基本
姿勢」原則が子どもの権利尊重の実践方法と
なったが、絶えず繰り返された全スタッフに
よるディスカッションこそが、「対話的基本
姿勢」を形成する土台となっている。 
②改革の教育理念 

 学校改革を実行するためには、全スタッフ
が拠って立つべき教育哲学、すなわち教育理
念を有していなければならない。コルチャッ
クの教育理念もまた、全スタッフの話合いに
よって、同校の改革の支柱として選定された。
コルチャックの子どもの権利尊重の教育理
念を選定したことによって、彼の理念と実践
とが示す「対話的基本姿勢」が、一貫した方
針として改革を推進する結果となっている。 
 ③実践方法への変換 
 同校の改革のプロセスにおいて、最も特徴
的な点は、実践方法を生み出すプロセスであ
る。通常、選定された理念に忠実に方法論が
検討され、それを現場に適応させることが試
みられる場合が多い。それに対し、同校は、
学校・児童の実情からニーズを明らかにし、
そのニーズに応じるアイデアを、コルチャッ
クの教育理念の中から見出し、それを具体的
な行動に変換させていくという手法をとっ
ている。これは、コルチャックの教育思想の
特徴が、組織化された理論ではなく、多様な
アイデア、教育の場での可能性を豊富に示し
たものであったという特徴に拠る。コルチャ
ックは、子どもの権利尊重のために「処方箋



を与えることはしない」としながら、権利尊
重を極めて多様な側面から書き残している。
この多様な権利尊重のアイデアの中から、同
校のニーズに応じた理念を選択し、それを具
体的な方法に変換する。具体的な方法への変
換とは、コルチャックの残した実践方法に限
らない。学校の実態に即した適切な方法を、
スタッフ間のディスカッションによって生
み出す。実践方法を生み出すプロセスにおい
て最も重要な点は、実践するにあたっての考
え方そのもの、すなわち実践に当たるスタッ
フの価値観が、コルチャックの理念と同質で
あること、またそれがスタッフ間で共有され
ているということである。 
 Berding(1995)は、コルチャックは子ども
のニーズを子どもの権利に「翻訳した」と述
べるが、自校のニーズに即した方法を共有さ
れた価値観に基づいて意味出すプロセスは、
アイデアを方法に「翻訳する」プロセスであ
る。 
  
(4)子どもの権利尊重の実践への評価 
 アヴィハイル・スクールがコルチャックの
思想導入を開始してから 10 年後には入学希
望者の増加によって児童数は、当初の 178 名
から 380 名となり、また 2008 年には教育省
より地域の教育センター、モデル校としての
認定も受けている。校内では、子どもたちの
自己表現能力の向上、他者尊重の姿勢の増加、
言語的、身体的暴力の減少、学習意欲と成績
の向上等が報告されている(Marhaim,2010)。
学校改革を行った前校長は、現在他地域の学
校関係者からの要請を受け、コルチャックの
理念に基づく学校改革実践のためのアドバ
イザーを務めている。 
 本研究において行った子どもたちへの意
識調査(2013 年 3 月実施)は、同校の実践が、
子どもたちの要望に実に有効に応えている
という実態を明らかにした。以下は、自由記
述からの抜粋である。   

 

(5)子どもの権利尊重実践のための研修プ 
ログラム 

 子どもの権利尊重実践のためのポイント
は、①子どもの権利をいかに具体化するかを、
教育実践の場において明確に共有すること
である。コルチャックの権利思想が示す「子
どもの権利」の理念を教師が統一された権利
観として共通理解することである。②共有さ
れた権利観を実行するための方法を、それぞ
れの教育現場の子どもの実態に即した具体
的な方法として編み出すことである。本研究
から得られた子どもの権利を尊重する最も
基本的な実践方針とは子どもとの「対話」で
ある。 
 研修プログラムは、大きく次の 3段階で構
成した。 
第 1段階として、個々の大人の子どもの権

利観を醸成すること。特に「権利」を「義務」
との対立概念としてではなく、責任ある市民
に成長するための教育環境のもとで育てら
れることへの権利として権利観を構成する
ことに主眼を置く。権利観の醸成として、コ
ルチャックの作品を講読することは有効で
ある。コルチャックの権利論の基盤は、「子
どもであるがゆえに見失われている人間と
しての権利」であるため、子どもの権利論の
初歩として平易に理解され得る教材である。 

第 2段階は、教師間の「権利観」を共有す
ることと、教育の方向性を共有すること、す
なわち「価値観の共有」である。この段階に
おいては、教師間の協働作業が重要であるた
め、「教師間の対話力の形成」が不可欠とな
る。この「対話力」は、教師間、教師と子ど
もとの対話に不可欠なコンピテンスである。
鷲田(1999)が、聴くこと、相手の言葉を受け
止めることによって、相手は真に心を開くよ
うになる、と「聴くことの力」を語っている
ように、「対話力」トレーニングの基礎にお
いて、「聴く力」の育成がスタートとなる。
従って、研修第 2 段階は、「対話力」のため
のワークショップ、「対話力」を生かした「価
値観の共有」のための「聴き合う」ワークシ
ョップが有効となる。 
第 3段階は、理念の具体化のためのアイデ

アの産出である。具体的方法の検討段階とな
り、保育現場、就学後の学校現場など、施設
種別毎に、アイデアを検討し合うワークショ
ップとなる。しかし、アイデアの産出は一朝
一夕では不可能であり、柔軟な思考のトレー
ニングが必要となる。そのため、ブレインス
トーミングを行い、既存の枠組みに捕らわれ
ない柔軟性を養うエクソサイズが有効とな
る。その後、第 2段階において共有した価値
観を、具体的に実践するためのアイデアを生
み出すディスコースを小グループで行う。 
以上の 3段階による研修プログラムを、今

後臨床的に検討していくことが課題である。 
  
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に

「私は特にこの学校の民主主義が好きです。
子どもたちが提案するとそれはすぐにプロジェ
クトになります。」(4 年生) 
「私の学校は、ヤヌシュ・コルチャックに従って
運営されています。：ヤヌシュ・コルチャック
は、子どもたちが民主的な方法で行動すること
が必要だと信じていました。だから私たちの学
校には、たくさんの特別なことがあります。」(6
年生) 
「私は、アヴィハイル・スクールのユニークな点
は、この学校の先生は、子どもが困難を抱え
ていたり、怪我をしていたり、勉強に苦労したり
している時、助けたり面倒を見てくれたりするこ
とだと思います。」 (6 年生) 
「私たちの学校で一番ユニークなことは、子ど
もたちが自分を表現するためにもっている自
由な時間だと思います。」(6 年生)  
「一番重要なことは、学校が愛情ある場所で、
みんなが一緒に学校に参加しているという気
持ちになれるところだということです。これは本
来の学校のあるべき姿です。」(6 年生) 



は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 １ 件） 
①奥泉敦司、小田倉泉、首藤敏元、志村洋子 
現職保育士・幼稚園教諭の研修に関する考察、
埼玉大学教育学部教育実践総合センター紀
要、査読無、第 12 巻、2013、99-106 
〔学会発表〕（計 ２ 件） 
①小田倉泉「報告 1．イスラエルにおけるコ
ルチャック」(2012”コルチャック年”とコ
ルチャック教育・研究の動向、ラウンドテー
ブル９)日本教育学会、2013 年 8月 28 日、一
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